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改正後（R2.10 改正） 現 行 
 

第 1 編 共通編 

第１編 共通編 
第１章 総 則 
第１節 総則 

１－１－１ ［略］ 

１－１－２ 主任技術者等の資格 

（１）～（34）[略] 

（35）｢ＪＩＳ規格｣ とは、日本産業規格をいう。 

１－１－３ ～ １－１－４ ［略］ 

 

１－１－５ 施工計画書 

１．受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等

についての施工計画書を工事監督員に提出しなければならない。 

[中略] 

２．～３．[略] 

１－１－６ ～ １－１－１２ ［略］ 

 

１－１－１３ 工事の下請負 

[略] 

（１）～（２）[略] 

（３）下請負人は、当該下請工事の施工能力を有すること。 

なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他

の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料

等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならな

い。 

（４）[略] 

 

１－１－１４ 施工体制台帳及び施工体系図 

１．受注者は、建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）第２４条の７第１項の規定に基づき作成

した施工体制台帳について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条第２項に基づ

き、必要書類を添付しその写しを工事監督員に提出しなければならない。 

【削る】 

２．～10．[略] 

１－１－１５ ～ １－１－３８ ［略］ 

 

１－１－３９ 環境対策 

１．～４．[略] 

５．排出ガス対策型建設機械 

（１）～（２）[略] 

 

第 1 編 共通編 

第１編 共通編 
第１章 総 則 
第１節 総則 

１－１－１ ［略］ 

１－１－２ 主任技術者等の資格 

（１）～（34）[略] 

（35）｢ＪＩＳ規格｣ とは、日本工業規格をいう。 

１－１－３ ～ １－１－４ ［略］ 

 

１－１－５ 施工計画書 

１．受注者は、工事着手前【新設】に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工

計画書を工事監督員に提出しなければならない。 

[中略] 

２．～３．[略] 

１－１－６ ～ １－１－１２ ［略］ 

 

１－１－１３ 工事の下請負 

[略] 

（１）～（２）[略] 

（３）下請負人は、当該下請工事の施工能力を有すること。 

【新設】 

 

 

（４）[略] 

 

１－１－１４ 施工体制台帳及び施工体系図 

１．受注者は、建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）第２４条の７第１項の規定に基づき作成

した施工体制台帳について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条第２項に基づ

き、必要書類を添付しその写しを工事監督員に提出しなければならない。 

なお、監理技術者、主任技術者（下請負人を含む）及び専任する専門技術者の顔写真を添付するものとす

る。 

２．～10．[略] 

１－１－１５ ～ １－１－３８ ［略］ 

 

１－１－３９ 環境対策 

１．～４．[略] 

５．排出ガス対策型建設機械 

（１）～（２）[略] 
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改正後（R2.10 改正） 現 行 
【削る】 

 

[中略] 

６．[略] 

１－１－４０ ～ １－１－４１［略］ 

１－１－４２ 諸法令、諸法規の遵守 

[略] 

（１）～（64）[略] 

（65）産業標準化法 

（66）～（71）[略] 

１－１－４３ ～ １－１－５１［略］ 

 

第３章 施工共通事項 
第１節～第 6 節 [略] 

第 7 節 コンクリート 

 ３－７－１ [略] 

 

 ３－７－２ レディーミクストコンクリート 

１．受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民

間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工

場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある

技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場（全

国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定し、

ＪＩＳＡ５３０８（レディーミクストコンクリート）に適合するものを用いなければならない。 

２．受注者は、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受け

た工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）で製造され、ＪＩＳＡ５３０８（レディーミク

ストコンクリート）により粗骨材最大寸法、空気量、スランプ、水セメント比及び呼び強度等が指定され

るレディーミクストコンクリートについては、配合に臨場するとともに、製造工場の材料試験結果、配合

の決定に関する確認資料を整備・保管し、工事監督員から請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、

検査時に提出しなければならない。 

３．受注者は、本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な場合には、選定

する工場が、設計図書に指定する品質が得られることを確認できる資料を工事監督員に提出し、確認を得

なければならない。 

なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者

が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。 

４．受注者は、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受け

た工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）でない工場で製造したレディーミクストコンク

リート及び本条１.に規定する工場であってもＪＩＳＡ５３０８（レディーミクストコンクリート）以外の

レディーミクストコンクリートを用いる場合には､設計図書及び本章「３－７－３配合」及び「３－７－４

材料の計量」の規定によるとともに、配合に臨場し、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する資料

を工事監督員に提出し、確認を得なければならない。 

（３）受注者は、（１）又は（２）の規定により使用する建設機械の写真を撮影し、工事完了までに、こ

れを工事監督員へ提出しなければならない。 

[中略] 

６．[略] 

１－１－４０ ～ １－１－４１［略］ 

１－１－４２ 諸法令、諸法規の遵守 

[略] 

（１）～（64）[略] 

（65）工業標準化法 

（66）～（71）[略] 

１－１－４３ ～ １－１－５１［略］ 

 

第３章 施工共通事項 
第１節～第 6 節 [略] 

第 7 節 コンクリート 

 ３－７－１ [略] 

 

 ３－７－２ レディーミクストコンクリート 

１．受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工業標準化法に基づき国に登録された民

間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工

場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある

技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場（全

国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定

し、ＪＩＳＡ５３０８（レディーミクストコンクリート）に適合するものを用いなければならない。 

２．受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受け

た工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）で製造され、ＪＩＳＡ５３０８（レディーミク

ストコンクリート）により粗骨材最大寸法、空気量、スランプ、水セメント比及び呼び強度等が指定され

るレディーミクストコンクリートについては、配合に臨場するとともに、製造工場の材料試験結果、配合

の決定に関する確認資料を整備・保管し、工事監督員から請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、

検査時に提出しなければならない。 

３．受注者は、本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な場合には、選定

する工場が、設計図書に指定する品質が得られることを確認できる資料を工事監督員に提出し、確認を得

なければならない。 

なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者

が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。 

４．受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受け

た工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）でない工場で製造したレディーミクストコンク

リート及び本条１.に規定する工場であってもＪＩＳＡ５３０８（レディーミクストコンクリート）以外

のレディーミクストコンクリートを用いる場合には､設計図書及び本章「３－７－３配合」及び「３－７

－４材料の計量」の規定によるとともに、配合に臨場し、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する

資料を工事監督員に提出し、確認を得なければならない。 
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５．～６．[略] 

３－７－３ ～ ３－７－１４［略］ 

 

第８節 型枠及び支保工 

３－８－１［略］ 

 

３－８－２ 型枠 

１．～２．[略] 

３．受注者は、型枠を締付けるに当たり、ボルト又は棒鋼を用いなければならない。 

また、外周をバンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。 

なお、これらの締付け金物を型枠取り外し後、コンクリート表面【削る】に残してはならない。 

 

４．受注者は、型枠穴の補修に当たり、本体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタル等で埋める鋼

材腐食防止対策を講ずるものとし、特に水密性を要する構造物では弱点とならないよう入念に施工を行

う。その内容は施工計画書に記載しなければならない。 

 

３－８－３［略］ 

第 9 節～第 21 節 [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．～６．[略] 

３－７－３ ～ ３－７－１４［略］ 

 

第８節 型枠及び支保工 

３－８－１［略］ 

 

３－８－２ 型枠 

１．～２．[略] 

３．受注者は、型枠を締付けるに当たり、ボルト又は棒鋼を用いなければならない。 

また、外周をバンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。 

なお、これらの締付け金物を型枠取り外し後、コンクリート表面（コンクリート表面から２.５cm の間

にあるボルト、棒鋼等を含む）に残してはならない。 

【新設】 

 

 

 

３－８－３［略］ 

第 9 節～第 21 節 [略] 
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改正後（R2.10 改正） 現 行 
 

第２編 工事別編 
第１章 ～ 第２章［略］ 

第３章 農道工事 

第 1 節～第 13 節 [略] 

第１4 節 付帯施設工 

3－14－１・3－14－2 ［略］ 

3－14－3 標識工 

１．[略] 

２．材料 

（１）[略] 

１）～ 3）[略] 

４）反射シート[中略] 

   表 3-14-1 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角 入射角 白 黄 赤 青 緑 

封

入

レ

ン

ズ

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ７０ ５０ １５ ４.０ ９.０ 

３０° ３０ ２２ ６.０ １.７ ３.５ 

４０° １０ ７.０ ２.０ ０.５ １.５ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ５０ ３５ １０ ２.０ ７.０ 

３０° ２４ １６ ４.０ １.０ ３.０ 

４０° ９.０ ６.０ １.８ ０.４ １.２ 

２° 

５° ５.０ ３.０ ０.８ ０.２ ０.６ 

３０° ２.５ １.５ ０.４ ０.１ ０.３ 

４０° １.５ １.０ ０.３ ０.０６ ０.２ 

カ

プ

セ

ル

レ

ン

ズ

型 

１２′ 

(0.2 ﾟ) 

５° ２５０ １７０ ４５ ２０ ４５ 

３０° １５０ １００ ２５ １１ ２５ 

４０° １１０ ７０ １６ ８.０ １６ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° １８０ １２２ ２５ １４ ２１ 

３０° １００ ５７ １４ ７.０ １１ 

４０° ９５ ５４ １３ ７.０ １１ 

２° 

５° ５.０ ３.０ ０.８ ０.２ ０.６ 

３０° ２.５ １.８ ０.４ ０.１ ０.３ 

４０° １.５ １.０ ０.３ ０.０６ ０.２ 

(旧) 

広

角

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ４３０ ３５０ ７０ ３０ ４５ 

３０° ２３５ １９０ ４５ １６ ２３ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ３００ ２５０ ４５ ２０ ３３ 

３０° １５０ １３０ ２０ １０ １８ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° ２５０ ２００ ４０ １８ ２５ 

３０° １７０ １４０ ２０ １２ １９ 

１° 
５° ８０ ６５ １２ ４.０ ９.０ 

３０° ５０ ４０ ８.０ ２.５ ５.０ 

 

第２編 工事別編 
第１章 ～ 第２章［略］ 

第３章 農道工事 

第 1 節～第 13 節 [略] 

第１4 節 付帯施設工 

3－14－１・3－14－2 ［略］ 

3－14－3 標識工 

１．[略] 

２．材料 

（１）[略] 

１）～ 3）[略] 

４）反射シート[中略] 

   表 3-14-1 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角 入射角 白 黄 赤 青 緑 

封

入

レ

ン

ズ

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ７０ ５０ １５ ４.０ ９.０ 

３０° ３０ ２２ ６.０ １.７ ３.５ 

【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ５０ ３５ １０ ２.０ ７.０ 

３０° ２４ １６ ４.０ １.０ ３.０ 

【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 

２° 

５° ５.０ ３.０ ０.８ ０.２ ０.６ 

３０° ２.５ １.５ ０.４ ０.１ ０.３ 

【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 

カ

プ

セ

ル

レ

ン

ズ

型 

１２′ 

(0.2 ﾟ) 

５° ２５０ １７０ ４５ ２０ ４５ 

３０° １５０ １００ ２５ １１ ２５ 

【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° １８０ １２２ ２５ １４ ２１ 

３０° １００ ６７ １４ ７.０ １１ 

【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 

２° 

５° ５.０ ３.０ ０.８ ０.２ ０.６ 

３０° ２.５ １.８ ０.４ ０.１ ０.３ 

【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】 

(旧) 

広

角

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ４３０ ３５０ ７０ ３０ ４５ 

３０° ２３５ １９０ ４５ １６ ２３ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ３００ ２５０ ４５ ２０ ３３ 

３０° １５０ １３０ ２０ １０ １８ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° ２５０ ２００ ４０ １８ ２５ 

３０° １７０ １４０ ２０ １２ １９ 

１° 
５° ８０ ６５ １２ ４.０ ９.０ 

３０° ５０ ４０ ８.０ ２.５ ５.０ 
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改正後（R2.10 改正） 現 行 

封

入

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ７０ ５０ １５ ４.０ ９.０ 

３０° ３０ ２２ ６.０ １.７ ３.５ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ５０ ３５ １０ ２.０ ７.０ 

３０° ２４ １６ ４.０ １.０ ３.０ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° ３０ ２５ ７.５ ２.０ ４.５ 

３０° １５ １３ ４.０ １.０ ２.２ 

１° 
５° ２０ １６ ５.０ １.２ ３.０ 

３０° １２ １０ ３.０ ０.８ １.８ 

カ

プ

セ

ル

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ２５０ １７０ ４５ ２０ ４５ 

３０° １５０ １００ ２５ １１ ２５ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° １８０ １２２ ２５ １４ ２１ 

３０° １００ ６７ １４ ７.０ １１ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° １５０ １１０ ２５ １３ ２１ 

３０° ７２ ５４ １３ ６.０ １０ 

１° 
５° ２０ １６ ５.０ １.２ ３.０ 

３０° １２ １０ ３.０ ０.８ １.８ 

広

角

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ５７０ ３８０ ７５ ５０ ７０ 

３０° ２３５ １９０ ４５ １６ ２５ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ４００ ２８０ ５４ ３０ ５０ 

３０° １７０ １４０ ２０ １２ １９ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° ３００ ２３０ ４５ ３０ ４５ 

３０° １７０ １４０ ２０ １２ １９ 

１° 
５° １２０ ７０ １４ ５.０ １０ 

３０° ５０ ４０ ８.０ ２.５ ５.０ 

注）[略] 

（２）～（３）[略] 

３．標識工 

（１）[略] 

1）～ 2）[略] 

3）受注者は、標識板基板表面をサンドペーパーや機械的方法により研磨（サウンディング処理）しラッ

カーシンナーまたは、表面処理液（弱アルカリ性界面活性剤）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射

シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。 

4）[略] 

5）受注者は、重ね貼り方式又はスクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けをしなければならない。

印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールが無いことを確認しなければならない。また、必要がある場

合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行うものとする。 

 

6）～ 7）[略] 

8）受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、１０mm 以上重ね合わせなければな

らない。 

9）～ 10）[略] 

 

封

入

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ７０ ５０ １５ ４.０ ９.０ 

３０° ３０ ２２ ６.０ １.７ ３.５ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ５０ ３５ １０ ２.０ ７.０ 

３０° ２４ １６ ４.０ １.０ ３.０ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° ３０ ２５ ７.５ ２.０ ４.５ 

３０° １５ １３ ４.０ １.０ ２.２ 

１° 
５° ２０ １６ ５.０ １.２ ３.０ 

３０° １２ １０ ３.０ ０.８ １.８ 

カ

プ

セ

ル

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ２５０ １７０ ４５ ２０ ４５ 

３０° １５０ １００ ２５ １１ ２５ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° １８０ １２２ ２５ １４ ２１ 

３０° １００ ６７ １４ ７.０ １１ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° １５０ １１０ ２５ １３ ２１ 

３０° ７２ ５４ １３ ６.０ １０ 

１° 
５° ２０ １６ ５.０ １.２ ３.０ 

３０° １２ １０ ３.０ ０.８ １.８ 

広

角

プ

リ

ズ

ム

型 

１２′

(0.2 ﾟ) 

５° ５７０ ３８０ ７５ ５０ ７０ 

３０° ２３５ １９０ ４５ １６ ２５ 

２０′ 

(0.33 ﾟ) 

５° ４００ ２８０ ５４ ３０ ５０ 

３０° １７０ １４０ ２０ １２ １９ 

３０′ 

(0.5 ﾟ) 

５° ３００ ２３０ ４５ ３０ ４５ 

３０° １７０ １４０ ２０ １２ １９ 

１° 
５° １２０ ７０ １４ ５.０ １０ 

３０° ５０ ４０ ８.０ ２.５ ５.０ 

注）[略] 

（２）～（３）[略] 

３．標識工 

（１）[略] 

1）～ 2）[略] 

3）受注者は、標識板基板表面を【新設】機械的【新設】に【新設】研磨（サウンディング処理）しラ

ッカーシンナーまたは、表面処理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射

シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。 

4）[略] 

5）受注者は、重ね貼り方式又はスクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けをしなければならな

い。 

【新設】 

 

6）～ 7）[略] 

8）受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、５～１０mm 程度重ね合わせなけれ

ばならない。 

9）～ 10）[略] 
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改正後（R2.10 改正） 現 行 
11）受注者は、設計図書に示すとおり標識板に取付け金具及び補強金具（補強リブ）すべてを工場でス

ポット溶接により取付けなければならない。 

なお、標識板の表面にヒズミが出ないように溶接しなければならない。 

アルミニウム合金材の溶接作業は（一般社団法人）軽金属溶接協会規格 LWSP7903-1979「スポット溶

接作業標準（アルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一般社団法人）日本溶接協会規格 WES7302 と同

一規格）を参考に行うことが望ましい。 

12）～ 16）[略] 

17）受注者は、支柱用鋼管及び取付【削る】鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をＪＩＳ

Ｈ８６４１（溶融亜鉛めっき）２種の（ＨＤＺ５５）５５０g/㎡（片面の付着量）以上としなければな

らない。 

ただし、厚さ３.２mm 以上、６mm 未満の鋼材については２種（ＨＤＺ４５）４５０g/m2 以上、厚さ３.

２mm 未満の鋼材については２種（ＨＤＺ３５）３５０g/㎡（片面の付着量）以上とするものとする。 

18）～ 21）[略] 

（２）～（３）[略] 

3－14－4 ～ 3－14－7 ［略］ 

第 4 章 ～ 第 13 章［略］ 

 

第 14 章 頭首工工事 

第 1 節～第 8 節 [略] 

第 9 節 管理橋上部工 

14－9－1 ［略］ 

14－9－2 プレテンション桁購入工 

１．受注者は、プレテンション桁を購入する場合、産業標準化法（平成１６年６月）に基づき国に登録され

た民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造してい

る工場）において製作したものを用いなければならない。 

２．３．[略] 

14－9－3 ～ 14－9－12［略］ 

第 15 章 ～ 第 20 章［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11）受注者は、設計図書に示すとおり標識板に取付け金具及び補強金具（補強リブ）すべてを工場で

スポット溶接により取付けなければならない。 

なお、標識板の表面にヒズミが出ないように溶接しなければならない。 

【新設】 

 

 

12）～ 16）[略] 

17）受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をＪＩＳＨ８６

４１（溶融亜鉛めっき）２種の（ＨＤＺ５５）５５０g/㎡（片面の付着量）以上としなければならな

い。 

ただし、厚さ３.２mm 以上、６mm 未満の鋼材については２種（ＨＤＺ４５）４５０g/m2 以上、厚さ

３.２mm 未満の鋼材については２種（ＨＤＺ３５）３５０g/㎡（片面の付着量）以上とするものとする。 

18）～ 21）[略] 

（２）～（３）[略] 

3－14－4 ～ 3－14－7 ［略］ 

第 4 章 ～ 第 13 章［略］ 

 

第 14 章 頭首工工事 

第 1 節～第 8 節 [略] 

第 9 節 管理橋上部工 

14－9－1 ［略］ 

14－9－2 プレテンション桁購入工 

１．受注者は、プレテンション桁を購入する場合、工業標準化法（平成１６年６月）に基づき国に登録され

た民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造して

いる工場）において製作したものを用いなければならない。 

２．３．[略] 

14－9－3 ～ 14－9－12［略］ 

第 15 章 ～ 第 20 章［略］ 
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改正後（R2.10 改正） 現 行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．以下の様式については、香川県ホームページ（https://www.pref.kagawa.lg.jp/）に掲載されている様

式を使用することとする。 

①再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画（共通仕様書第１編第１章１－１－２２） 

②発注者用掛金収納書（共通仕様書第１編第１章１－１－５１） 

③施工体制台帳（共通仕様書第１編第１章１－１－１４） 

④施工体系図（共通仕様書第１編第１章１－１－１４） 

 

２．情報共有システムを利用しない場合の以下の様式については、情報共有システムにて作成される帳票と

同様式を使用するものとする。 

①工事履行報告書（共通仕様書第１編第１章１－１－３２） 

②材料確認書（共通仕様書第１編第２章２－１－３） 

③工事打合せ簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

参考 ０１ 

香川県工事請負契約約款、 

農業土木工事共通仕様書等 

に基づく提出様式 

参考 ０１ 

香川県工事請負契約約款、 

農業土木工事共通仕様書等 

に基づく提出様式 
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改正後（R2.10 改正） 現 行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削る】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
共通仕様書第１編第１章１－１－２２の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の提出については、以下

の様式によるものとする。 
 
様式１ 再生資源利用計画書（実施書）　－建設資材搬入工事用－

千 百 十 千 百 十
億 億 億 億 万 万 万 万

千 百 十 百 十
億 万 万 万 万 万 万 万 千 百 十 一

　１．鉄骨鉄筋コンクリート造　　　２．鉄筋コンクリート造　　　３．鉄骨造
　４．コンクリートブロック造　　　　５．木造　　　　　　　　　　　　 ６．その他

建築・解体工事のみ 　１．居住専用　　　２．居住産業併用　　　３．事務所
右欄に記入して下さい 　４．店舗　　　       ５．工場、作業所　　　  ６．倉庫

　７．学校　　　       ８．病院診療所　　　    ９．その他

（注１）

トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

合　計 トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

合　計 トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

合　計 トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

合　計 トン トン ％

締め? 締め? ％

締め? 締め? ％

締め? 締め? ％

合　計 締め? 締め? ％

? ? ％

? ? ％

? ? ％

合　計 ? ? ％

トン トン ％

トン トン ％

トン トン ％

合　計 トン トン ％

コード＊５ コード＊６ コード＊７ コード＊８ コード＊９

コンクリートについて アスファルト混合物について 再生資材の供給元について 施工条件について コンクリートについて
　１．生コン　　２．無筋コンクリート二次製品　　３．その他 　１．表層　　　　　２．基層 　１．現場内利用 　１．再生材の利用の指示あり 　１．再生生コン　　２．再生無筋コンクリート二次製品　　３．その他
コンクリート及び鉄から成る建設資材について 　３．上層路盤　　４．歩道 　２．他の工事現場（陸上） 　２．再生材の利用の指示なし コンクリート及び鉄から成る建設資材について
　１．有筋コンクリート二次製品　　２．その他 　５．その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） 　３．他の工事現場（海上） 　１．再生有筋コンクリート二次製品　　２．その他
木材について 土砂について 　４．再資源化施設 木材について 　アスファルト混合物等で、利用した
　１．木材（ボード類を除く）　　２．木質ボード 　１．道路路体　　２．路床　　３．河川築堤 　５．ストックヤード 　１．再生木材（ボード類を除く）　　２．再生木質ボード 　再生材（製品）の中に、新材が混合し
アスファルト混合物について 　３．構造物等の裏込材、埋戻し用 　６．その他 アスファルト混合物について 　ている場合であっても、新材混入分を
　１．粗粒度アスコン 　５．宅地造成用　　　　　　　 ６．水面埋立用 　１．再生粗粒度アスコン 　含んだ再生資材（製品）の利用量を
　２．密粒度アスコン（開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） 　７．ほ場整備（農地整備） 　２．再生密粒度アスコン（開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） 　記入してください
　３．細粒度アスコン　　４．アスファルトモルタル　　　 　８．その他（具体的に記入） 　３．再生細粒度アスコン　　４．再生アスファルトモルタル　　　
　５．加熱アスファルト安定処理路盤材 砕石について 　５．再生加熱アスファルト安定処理路盤材
土砂について 　１．舗装の下層路盤材 土砂について
　１．第一種建設発生土　　２．第二種建設発生土　　３．第三種建設発生土 　２．舗装の上層路盤材 　１．第一種建設発生土　　２．第二種建設発生土　　３．第三種建設発生土
　４．第四種建設発生土　　５．浚渫土　　　　　　　　　６．土質改良土 　３．構造物の裏込材、基礎材 　４．第四種建設発生土　　５．浚渫土　　　　　　　　　６．土質改良土
　７．建設汚泥改良土　　　 ８．再生コンクリート砂 　４．その他（具体的に記入） 　７．建設汚泥改良土　　　 ８．再生コンクリート砂
　９．山砂、山土等の購入土、採取土 その他について（利用用途を具体的に記入） 　９．山砂、山土等の購入土、採取土
砕石について 砕石について
　１．クラッシャーラン　　 ２．粒度調整砕石　　３．鉱さい　　４．単粒度砕石 　１．再生クラッシャーラン　　 ２．再生粒度調整砕石　　３．鉱さい
　５．ぐり石、割ぐり石　　６．その他 　４．その他
その他について（再生資材の名称を具体的に記入） その他について（再生資材の名称を具体的に記入）

裏面にも御記入ください

注１：再生資材利用量について

注：コード＊５～９は下記欄外のコード表より数字を選んでください

）

住所コード＊４

工事種別コード＊３

施工条件の内容（再

生資源の利用に関す

る特記事項等）

請負金額

工　期

地上　　　階

地下　　　階

㎡

㎡

階　数

構　造
（数字に○をつける）

使　途
（数字に○をつける）

平成　　　年　　　月　　　日　まで

0, 0 0

1万円未満四捨五入

（税込み）

小分類 利用量（Ａ） 再生資材の供給元施設、工事等の名称
供給元
種類

コード＊７

施工条件

平成　　　年　　　月　　　日　から

建設資材　（新材を含む） 再生資材の供給元 （再生資材を利用した場合に記入してください）

２．建設資材利用計画 ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。

工事施工場所

工 事 概 要 等

ＴＥＬ

平成　　　年　　　月　　　日

都　道

0, 0 0 0 円

請負会社名

会社所在地

発注担当者チェック欄

（

建設業許可または
発注機関コード＊１ 担当者

発 注 機 関 名
解体工事業登録

ＴＥＬ

知事

ＦＡＸ

記入年月日

工事責任者

調査票記入者

大臣

）

1万円未満四捨五入

（税込み）

再資源化等が完了した年月日

（

左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

0 円 建築面積

延床面積

表面
請負会社コード＊２

号

）（

Ｈ．　　年　　　月　　　日

内容
コード＊８

再生資材の供給元場所住所 住所コード
＊４

再生資材の名称

コード＊９

再生資材利用量（Ｂ）

再生資源

利用率

Ｂ／Ａ×１００

府　県

市　区

町　村

コンクリート

分　類
コード＊５

規　格 主な利用用途

コード＊６

工  事  名

のみ記入）

コンクリート

及び鉄から

成る

建設資材

１．工事概要

木　材

特

定

建

設

資

材

そ

の

他

の

建

設

資

材

アスファルト

混合物

土　砂

砕　石

その他

（再生資材
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様式２ 再生資源利用促進計画書（実施書）　－建設副産物搬出工事用－

千 百 十 一

㎞ トン トン

㎞ トン トン

トン トン トン ㎞ トン トン トン ％

㎞ トン

㎞ トン

トン トン トン トン ㎞ トン トン ％

㎞ トン トン

㎞ トン トン

トン トン トン ㎞ トン トン トン ％

㎞ トン

㎞ トン

トン トン トン トン ㎞ トン トン ％

㎞ トン トン

㎞ トン トン

トン トン トン トン ㎞ トン トン トン ％

㎞ トン トン

㎞ トン トン

トン トン トン トン ㎞ トン トン トン ％

㎞ トン

㎞ トン

トン ㎞ トン トン ％

㎞ トン

㎞ トン

トン ㎞ トン トン ％

㎞ トン

㎞ トン

トン トン ㎞ トン トン ％

㎞ トン

㎞ トン

トン ㎞ トン トン ％

㎞ トン

㎞ トン

トン ㎞ トン トン ％

㎞ 地山? 地山?

㎞ 地山? 地山?

地山? 地山? 地山? ㎞ 地山? 地山? 地山? ％

㎞ 地山? 地山?

㎞ 地山? 地山?

地山? 地山? 地山? ㎞ 地山? 地山? 地山? ％

㎞ 地山? 地山?

㎞ 地山? 地山?

地山? 地山? 地山? ㎞ 地山? 地山? 地山? ％

㎞ 地山? 地山?

㎞ 地山? 地山?

地山? 地山? 地山? ㎞ 地山? 地山? 地山? ％

㎞ 地山? 地山?

㎞ 地山? 地山?

地山? 地山? 地山? ㎞ 地山? 地山? 地山? ％

地山? 地山? 地山? 地山? 地山? 地山? ％

コード＊１０ コード＊１１ コード＊１２ コード＊１３（詳細は「表４」参照のこと）

　１．路盤材　　２．裏込材 　１．焼却　　２．脱水 施工条件について
　３．埋戻し材 　３．天日乾燥 　１．Ａ指定処分

　４．その他（具体的に記入） 　４．その他（具体的に記入） 　　　（発注時に指定されたもの） 　１．他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） 　６．最終処分場（海面処分場） 　現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
　２．Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） 　２．再資源化施設（土質改良プラントを含む） 　７．最終処分場（内陸処分場） 　（コード＊１３）が１．～５．の合計

　　　（発注時には指定されていないが、 　３．有償売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、 　８．建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
　　　　発注後に設計変更し指定処分とされたもの） 　　　　　　　　　　代金を得た場合） 　９．焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間
　３．自由処分 　４．建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まって 　　　処理施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる場合） 　１０．その他（具体的に記入）
　５．海面埋立事業（海岸、海浜事業含む）

　1．山砂利等採取跡地　２．処分場の覆土　３．池沼等の水面埋立　４．谷地埋立　５．農地受入　６．その他

コード＊１４（コード＊１３で「７．内陸処分場」を選択した場合のみ記入）

　建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と
　新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

２．建設副産物搬出計画 現場内利用の欄には、発生量（掘削等）のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。

建設副産物

の　種　類
①発生量 現場内利用・減量

現場内利用 減量化
減量法
コード

場外搬出時 （掘削時）
の性状 ＝②＋③＋④

＊１０
②利用量 うち現場内

改良分

用途
コード

＊１１
③減量化量

特

定

建

設

資

材

廃

棄

物

建

　

設

　

廃

　

棄

　

物

建設汚泥

建設混合廃棄物

金属くず

廃ブラスチック

紙くず

アスベスト

建

　

設

　

発

　

生

　

土

コンクリート塊

建設発生木材

（木材が廃棄物

になったもの）

アスファルト・

コンクリート塊

建設発生木材

（伐木材、除根

材など）

（飛散性）

その他の分別

された廃棄物

第一種

建設発生土

第二種

第三種

第四種

建設発生土

建設発生土

建設発生土

浚渫土

合　計

現　場　外　搬　出　に　つ　い　て

搬出先名称

３ケ所まで記入できます。４ケ以上に
わたる時は、用紙を換えて下さい。

区分
どちらかに○を

搬出先１

付けて下さい。

施工条件の
内容

コード＊１２

搬出先場所 住所コード

＊４

運搬距離
搬出先
の種類
コード
＊１３

⑤再生資源

利用促進量(注２)
コード
＊１４

受入地
の用途

（再生利用された場合）
最終処分場・その他
（処分された場合）

注２：再生資源利用促進量について

搬出先２

再生資源利用

促　進　率

再生資源利用促進

②＋③＋⑤
①

（％）④現場外搬出量 うち現場内
改良分

搬出先３

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

搬出先２

搬出先３

搬出先１

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

搬出先１

搬出先２

搬出先３

搬出先１

搬出先２

搬出先３

搬出先１

公共　民間

公共　民間

搬出先２

搬出先３

搬出先１

搬出先２

搬出先３

搬出先１

搬出先２

搬出先３

搬出先１

搬出先２

搬出先３

搬出先１

搬出先３

搬出先２

搬出先３

搬出先１

搬出先２

公共　民間

公共　民間

搬出先１ 公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

搬出先３

搬出先１

搬出先２

裏面

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

公共　民間

搬出先２ 公共　民間

搬出先１ 公共　民間

搬出先３ 公共　民間

搬出先２ 公共　民間

搬出先３ 公共　民間

搬出先３ 公共　民間

搬出先１ 公共　民間

搬出先３ 公共　民間

搬出先３ 公共　民間

搬出先１ 公共　民間

１．工事概要 表面に必ずご記入下さい

搬出先２ 公共　民間

搬出先１ 公共　民間

搬出先２ 公共　民間

搬出先２ 公共　民間
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